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令和３年３月 大 津 市 



 

1 

はじめに 
 

歴史的風致維持向上計画について 
 

「歴史的風致維持向上計画」は、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

（平成 20年法律第40号。以下、歴史まちづくり法） 」に基づき、「歴史的風致」の維持及び向上を

図るため策定する計画です。  

歴史的風致とは、歴史まちづくり法の第１

条において、「地域におけるその固有の歴史

及び伝統を反映した人々の活動と、その活

動が行われる歴史上価値の高い建造物及

びその周辺の市街地とが一体となって形成

してきた良好な市街地の環境」と定義され

ています。 

市町村は歴史的風致維持向上計画を作成し、主務大臣（文部科学大臣、農林水産大臣、国

土交通大臣）による認定を受けることにより、歴史的風致の維持及び向上を図るための取り組みに

対して、国からの財政的、技術的な支援を受けることができます。 

「大津市歴史的風致向上計画」は、令和３年３月23日に主務大臣の認定を受けました。  

 

計画策定の背景と目的 
 

本市は、古くは天
て ん

智
じ

天皇６年（ 667）に天智天皇が近江
お う み

大津宮
おおつのみや

に都を遷
う つ

した古都としての歴史

を持ち、その後も市内各地では国
こ く

府
ふ

、里
さ と

坊
ぼ う

群・門前町、城下町、港町、宿場町など、時代とともに

様々な顔を持ちながら、歴史上重要な地域として発展を遂げてきました。また、世界遺産の「比叡

山延暦寺」や紫式部ゆかりの「石山寺」、東海道の宿場町としての歴史など、各時代を代表する多

くの歴史・文化遺産が今に引き継がれた都市で、平成 15年（ 2003）10月には「古都」の指定を受

けました。 

しかし、本市においても、歴史的建造物、地域の風習、行事などの歴史、文化が、生活様式の

多様化など社会環境の変化に伴う後継者の不足、管理の不十分などの理由から喪失する恐れが

あります。さらに、少子高齢化・人口減少社会に対応した本市の規模に相応したまちづくりへの転換

が求められるようになってきました。 

これらのことから、地域固有の歴史、文化を大切に守り、育てるとともに、それぞれの地域の歴史

や生活文化を発掘し、それを活かし、大津ならではの魅力を最大限に創出することで、住み続けた

いまち、そして世界中から人の集まるまちを築くことを目指し、まちづくりに取り組んでいきます。そこで、

「歴史まちづくり法」に基づく「大津市歴史的風致維持向上計画」を策定し、市民、事業者、行政

が協働で次の世代へ継承できるまち・大津の創造に取り組みます。 

 

計画の期間 
 

令和３年度（2021）から令和12年度（2030）までの10年間  

歴史的風致の概念図 

歴史的風致 

一体となって 
形成してきた 
良好な市街地の 

環境 

歴史と伝統 
を反映した 
人々の営み、 
生活、活動 

歴史上価値の 
高い建造物 
及びその周辺 
の市街地 

なお、必要に応じて、計画の適切な見直しを行います。 
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歴史的風致の背景 
 

大津市の概要 
 

【位置・地勢】 

本州のほぼ中央に位置する滋賀県の県庁所在地です。

滋賀県の南西部に位置し、日本で一番大きな湖である

琵琶湖と比
ひ

良
ら

、比
ひ

叡
え い

、音
お と

羽
わ

、田
た な

上
かみ

などの山並みに包まれ

た自然豊かなまちです。 
 

【歴史】 

天
て ん

智
じ

天皇６年（ 667） に天智天皇が近江
お う み

大津宮
おおつのみや

に都

を遷
う つ

しました。その後、奈良時代には瀬田に近江
お う み

国
こ く

府
ふ

が

置かれ、平安京遷
せん

都
と

により、本市は都の東の玄関口・外

港としての地位を確立します。また、石山寺、延暦寺、園
おん

城
じょう

寺
じ

などの古
こ

刹
さ つ

も建立されました。 

中世になると、延暦寺、園城寺が大寺院として大きな勢力をもつとともに、水運、陸運の拠点とし

て大津、坂本、堅
かた

田
た

などが繁栄します。近世には、織田信長が延暦寺を焼き討ちし、山麓の湖岸

には坂本城が築かれます。その後、豊
と よ

臣
と み

秀
ひ で

吉
よ し

によって坂本から大津へと城が移され、港町大津の

基盤が整えられました。江戸時代に入ると、大津は幕府直轄の港町・宿場町として発展するととも

に、大津から膳所
ぜ ぜ

へと城が移され、膳所藩が成立しました。  

明治維新後、大津県、そして滋賀県が誕生すると、大津は県都となりました。一方、交通・運

輸・治水等の諸分野で近代化が進められてきました。 

 

大津市の文化財 
 

本市には678件の指定等文化財があります。

国指定・選定文化財の件数は、京都市、奈良

市に次いで日本で３番目に多い市町村です。  
 

国 県 市 
計 

指定・選定  登録 指定・選択  指定 

330 138 82 128 678 

令和２年（2020）10月１日現在 

 

 

 

 

 

 

  

国指定史跡 

近江
お う み

国
こ く

府
ふ

跡  国
こ く

庁
ちょう

跡・惣
そ う

山
やま

遺跡 ほか 

 

 

 

 

 

草津川桐
き

生
りゅう

堰
えん

堤
てい

（オラン

ダ堰堤） 

 

 

 

 

 

日
に

本
ほん

基
き り

督
すと

教
きょう

団
だん

堅
かた

田
た

教会 

 

 

 

 

 

 

県選択無形民俗文化財 

栗
く り

原
はら

の八
はっ

朔
さ く

踊
おど

りと水
み

分
くまり

神

社の祭り行事 

 

 

 

 

 
（写真提供：地域住民）  

市指定天然記念物 

犬塚の欅
けやき

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県 

琵琶湖 

大津市 

滋賀県及び  
大津市の位置  

国重要文化財（建造物） 

旧伊
い

庭
ば

家住宅（住
すみ

友
と も

活
かっ

機
き

園
えん

）洋館・和館 ほか 

 

 

 

 

 
（写真提供：住友林業）  
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大津市の維持・向上すべき歴史的風致 
 

本市は、古くより湖上交通の要として、また

主要街道の宿場町として繁栄を極め、世界文

化遺産である延暦寺をはじめとする社寺仏閣

など数多くの歴史文化遺産が現在まで保存さ

れていることから、多くの歴史的風致が存在し

ています。 

そこで、本計画の策定にあっては以下の３つ

のテーマから、計 12の歴史的風致を設定しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①

②自然との共生に見る歴史的風致  

③琵琶湖とともに生きる町堅
かた

田
た

に見る歴史的風致 

④港町・宿場町大津に見る歴史的風致  

⑤水城膳
ぜ

所
ぜ

城の城下町に見る歴史的風致  

⑥  

⑦比叡山とその山麓に見る歴史的風致  

⑧三
み

井
い

寺
で ら

を中心とする歴史的風致  

⑨石山寺を中心とする歴史的風致  

⑩山
さん

王
のう

祭
さい

に見る歴史的風致 

⑪大
おお

津
つ

祭
まつり

に見る歴史的風致 

⑫船
せん

幸
こう

祭
さい

に見る歴史的風致 

テーマ① 琵琶湖の恵みと自然との共生  

テーマ② 古都と仏教の古
こ

刹
さ つ

への信仰 

テーマ③ 大津三大祭に代表される祭礼行事  

凡例 

歴史的風致を構成する主な建造物  

   国指定等文化財 

   その他の歴史的建造物  
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①近江八景と琵琶湖を愛する活動に見る歴史的風致 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

②自然との共生に見る歴史的風致 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

③琵琶湖とともに生きる町堅田に見る歴史的風致 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

④港町・宿場町大津に見る歴史的風致 
 

 

 

 

 

 

 

  

平尾地区の馬
ば

蹄
てい

形
けい

の棚田  

建＝唐崎
からさき

神社本殿／園
おん

城
じょう

寺
じ

鐘
しょう

楼
ろう

／旧琵琶湖ホテル ほか 

営＝みたらし祭
まつり

／三
み

井
い

寺
でら

の鐘／びわ湖開き ほか 

建＝百
ひゃっ

間
けん

堤
つつみ

／棚田と井
い

堰
ぜ

（仰
おお

木
ぎ

） ほか 

営＝石材業・造園業／棚田の営農と継承 ほか 

建＝出
でけ

島
じま

の灯
とう

台
だい

／浮
うき

御
み

堂
どう

／伊豆
い ず

神社本殿 ほか 

営＝出島灯台の保存／湖魚料理／伊豆神社の例祭 ほか 

建＝阪本屋店舗兼主屋などの町家／平
ひら

野
の

神社本殿 ほか 

営＝酒造業・水産加工業などの商業活動／蹴
け

鞠
まり

奉
ほう

納
のう

祭
さい

 ほか 

建＝歴史的風致を構成する主な建造物 

営＝歴史的風致を構成する主な営み 

園城寺鐘楼  三井寺の除夜の鐘の行事  

琵琶湖は水運や漁業など、人々

の生業の舞台だけでなく、近江
お う み

八
はっ

景
けい

に代表されるように美しい景色と

して親しまれてきました。今も人々

は琵琶湖の様々なめぐみのもとで

行事を行い、娯楽を楽しんでいま

す。 

現在の営農の様子  

浮御堂  鮒寿司  

平野神社本殿  蹴鞠奉納祭  

大津市北部は琵琶湖と急
きゅう

峻
しゅん

な

山々に囲まれ、人々は地元で産出

される石を使って水路・堤防を築

き、棚田を作り上げ、生活を営んで

きました。今でもそれらの様々な知

恵と工夫が大切に受け継がれてい

ます。 

琵琶湖の最狭部に位置する堅
かた

田
た

は、水運、漁業、造船によって繁

栄しました。今も残る琵琶湖を取り

込んだ風情あるまちなみでは、堅

田と琵琶湖の深い結びつきを感じ

させる祭礼行事が連綿と続けられ

ています。 

琵琶湖の水運と東海道・北
ほっ

国
こ く

海
かい

道
ど う

が交差する交通の要
よ う

衝
しょう

であった

大津は港町、宿場町として繁栄し、

「大
おお

津
つ

百
ひゃく

町
ちょう

」と称されました。今も

町家が残るまちなかで商業活動が

営まれ、祭礼行事も行われていま

す。 
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⑤水城膳所城の城下町に見る歴史的風致 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

⑥近江大津宮、近江神宮とその周辺の神社に見る歴史的風致 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

⑦比叡山とその山麓に見る歴史的風致 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

⑧三井寺を中心とする歴史的風致 
 

 

 

 

 

 

 
  

建＝膳所城跡公園／和田神社本殿・表門／篠津神社本殿・表門 ほか 

営＝膳所桜祭り／膳所総祭り 

建＝近江神宮本殿・内
ない

拝
はい

殿
でん

・外
げ

拝
はい

殿
でん

／志賀八幡神社本殿 ほか  

営＝近江まつり／志賀八幡神社の例祭 ほか 

建＝延暦寺根
こん

本
ぽん

中
ちゅう

堂
どう

／葛
かつら

川
がわ

明王院本堂／西
さい

教
きょう

寺
じ

本堂 ほか 

営＝御
み

修
し

法
ほ

／千日回
かい

峰
ほう

行
ぎょう

／葛川夏
げ

安
あん

居
ご

／法
ほっ

華
け

千
せん

部
ぶ

会
え

 ほか 

建＝三井寺観音堂／長
なが

等
ら

神社本殿・楼門
ろうもん

／三尾
み お

神社本殿 ほか  

営＝西国三十三所観音巡礼／綱打
つなうち

祭
さい

／蛇
じゃ

打ち ほか 

和田神社本殿  膳所総祭り 

志賀八幡神社本殿  志賀八幡神社の例祭  

延暦寺根本中堂  （提供：延暦寺）  千日回峰行  

綱打祭  長等神社楼門  

美しい水城として知られた膳
ぜ

所
ぜ

城の城下町であった膳所には、今

も城下町の歴史を伝えるまちなみ

が残り、膳所五社と呼ばれる５つの

神社による祭礼行事が行われてい

ます。 

 

近江神宮は、天
てん

智
じ

天皇による

近江
お う み

大
おお

津
つの

宮
みや

が遷
せん

都
と

されたゆかりの

地に、昭和時代に創建されました。

周辺地域では、近江神宮の例祭と

創建前から所在する神社の例祭が

それぞれの季節に行われていま

す。 

比叡山の山上の延暦寺での仏

道修行の背景には、坂本や 葛
かつら

川
がわ

などの地域の信仰がありました。

里坊
さ と ぼ う

群と門前町が一体となったま

ちなみのなかで、今も延暦寺を支

える活動や行事が執り行なわれて

います。 

天台寺
じ

門
も ん

宗の総本山で、西
さ い

国
こ く

三
さ ん

十
じゅう

三
さ ん

所
し ょ

観
かん

音
のん

巡
じゅん

礼
れい

の札
ふだ

所
し ょ

である

三
み

井
い

寺
で ら

には、現在も多くの参詣者

が訪れ、その門前町では三井寺と

その鎮
ちん

守
じ ゅ

社
し ゃ

の祭礼行事が行われ

ています。 
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⑨石山寺を中心とする歴史的風致 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

⑩山王祭に見る歴史的風致 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

⑪大津祭に見る歴史的風致 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

⑫船幸祭に見る歴史的風致 
 

 

 

 

 

 

 

  

建部大社本殿、権殿  （提供：建部大社） 

建＝石山寺本堂・東大門／近
ちか

津
つ

尾
お

神社本殿 ほか 

営＝青
あお

鬼
おに

祭
まつり

／石山
いしやま

祭
まつり

／幻
げん

住
じゅう

庵
あん

芭蕉祭 ほか 

建＝日吉大社西本宮本殿及び拝殿／生
しょう

源
げん

寺
じ

本堂 ほか 

営＝山王祭 

建＝天孫神社本殿／大
おお

津
つ

別
べつ

院
いん

本堂／中
なか

京
きょう

町
まち

町
ちょう

家
いえ

主屋 ほか 

営＝大津祭 

建＝建部大社本殿・権
ごん

殿
でん

 

営＝船幸祭 

建＝歴史的風致を構成する主な建造物 

営＝歴史的風致を構成する主な営み 

石山寺本堂     （提供：石山寺）  石山寺東大門と石山祭 

日吉大社西本宮本殿 （提供：日吉大社） 宵
よ

宮
みや

落
お と

し神事 

天孫神社拝殿  ※拝殿の中に本殿がある 大津祭の曳山 

船
ふな

渡
と

御
ぎ ょ

 

伽
が

藍
ら ん

山
やま

の麓にある石山寺では、

経
きょう

典
てん

をはじめとする貴重な文献が

伝えられ、それにまつわる行事など

が行われています。また、周辺の地

域では、石山寺と関わりが深い神

社の祭礼行事も行われています。 

 

４月、全国に3,800あまりある日

吉（日枝）神社の総本宮である日

吉大社の祭礼「山王
さ ん の う

祭
さ い

」が、盛大

に開催されます。境内の八王子山

から琵琶湖を舞台に、華やかさと

勇壮さを兼ね備えた祭礼が、４日

間にわたって繰り広げられます。 

10月、大津百町の天孫
てんそん

神社の

祭礼「大
おお

津
つ

祭
まつり

」が、盛大に開催さ

れます。巧妙なカラクリと華麗な懸
け

装
そ う

品で飾られた13基の曳
ひき

山
やま

がコン

チキチンの囃
はや

子
し

とともに、歴史的な

町家が残る東海道筋などを巡行し

ます。 

８月、近江国一
いち

ノ
の

宮
みや

である建
たけ

部
べ

大社
た い し ゃ

の祭礼「船
せん

幸
こ う

祭
さ い

」が、瀬
せ

田
たの

唐
から

橋
は し

周辺で盛大に開催されます。両

岸に松明がたかれるなか、神輿を

載せた御座
ご ざ

船
ぶね

が瀬田川を巡行す

る姿は大津市を代表する夏の風物

詩です。 
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重点区域と主な事業 
 

堅
か た

田
た

重点区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

歴史的風致形成建造物 

重点区域内に存在する歴史的建造物のうち、歴史的風致の維持及び向上のために必要かつ重

要と思われる建造物を「歴史的風致形成建造物」に指定し、指定文化財の保護とともに、指定

文化財以外の歴史的建造物の保護を推進します。  
 

  【堅田重点区域 

   の指定候補】 

  

道路の美装化 

歴史的まちなみと調和

した修景舗装などによる

空間整備を行います。  

道路美装化イメージ 
（堅田景観形成実施計画より）  

道路の拡幅整備（都市計画道路本堅田衣川線）  

都市計画道路の拡幅とそれに伴う修景整備を行います。  

観光施設の維持管理 

堅田観光駐車場 （東

洋紡前 、湖
こ

族
ぞ く

の郷資料

館前）の維持管理を行い

ます。 堅田観光駐車場  
（東洋紡前）  

魚清楼
う お せ い ろ う

 

 

 

 

 

浮
う き

御
み

堂
ど う

 

 

 

 

 

出
でけ

島
じ ま

の灯台
と う だ い

 

 

 

 

 

居
い

初
そめ

家
け

天
てん

然
ねん

図
ず

画
え

亭
てい

 

 

 

 

 

堅田重点区域および区域内の事業区域図 

まちなみ修景整備  
への補助  

まちなみ修景整備への補助  

道路の美装化  

道路の拡幅整備  

（都市計画道路本堅田衣川線） 

観光施設の維持管理  

地域の歴史資料館の運営の補助  

歴史的風致形成建造物（候補含む）  
○歴史的風致形成建造物への指定と
保存のための整備  
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坂本重点区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

歴史的風致形成建造物 
 

【坂本重点区域の指定候補】 

 

 

  

歴史的建造物の資料館などとしての活用 

地域 の歴史 や文化 に

関する情報発信の拠点と

して歴史的建造物（旧
きゅう

竹
ち く

林
り ん

院
い ん

、公
く

人
に ん

屋敷 ）を活用

します。 

大津市伝統的建造物群保存地区での修理修景へ

の補助 

歴史的建造物の保存修理事業または歴史的

建造物以外の建築に関する修景事業に対して、

修理または修景の補助金を交付します。  

 

 

 

 

 

道路の拡幅整備（都市計画道路比叡辻日吉線） 

山王祭の主要ルートであり、ＪＲや京阪電車の

駅からの坂本区域への主要な動線となる都市計

画道路の拡幅とそれに伴う無電柱化、修景整備

を行います。 

旧竹林院 

整備イメージ 

旧岡本家住宅主屋ほか 

 

 

重要伝統的建造物群保存地区内での事業例 

（整備前） （整備後） 

道路の拡幅整備  
（都市計画道路比叡辻日吉線）  

大津市伝統的建造物群保存地区  

での修理修景への補助  

まちなみ修景整備への補助  

歴史的建造物の  

資料館などとしての活用  

坂本重点区域および区域内の事業区域図 

主な山王祭開催区域  
○祭行事の開催費用の補助  

歴史的風致形成建造物（候補含む）  

○歴史的風致形成建造物への指定と
保存のための整備  
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大
お お

津
つ

百
ひゃく

町
ちょう

重点区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歴史的風致形成建造物 
 

【大津百町重点区域 

 の指定候補】（一部） 

 

 

 

 

 

  

町家の利活用の支援 

空き町家などの利活用

によるまちの活性化や担い

手の育成を目的とする講

座を開催します。 

 

 

大津まちなか大学の開催 

地域の歴史や祭を題材にした学びを通じたまち

づくりの中核を担う人材を育成します。  

公共空間の活用 

歩きやすい歩行者空間の整備とイベントの開催

により、人の流れを創出します。  
リノベーションスクール 
の様子 

の様子 

阪本屋店舗兼主屋 

 

 

 

 

奥村家住宅主屋 

 

 

 

 

木村家住宅主屋 

 

 

 

 

粋
いな

世
せ

主屋 

 

 

上
かみ

京
きょう

町
まち

町
ちょう

家
いえ

 

 

 

石田家住宅洋館 

 

 

 

 

豆
まめ

信
し ん

料亭棟 

 

 

 

 

玉
たま

屋
や

町
ちょう

町
ちょう

家
いえ

山蔵 

 

 

 

 

桐畑家住宅主屋 

 

 

 

 

大津百町重点区域および区域内の事業区域図 

地域の歴史資料館の運営の補助  

公共空間の活用 

大津祭開催区域 

○祭行事の開催費用の補助  

大津百町重点区域全体  

○町家の利活用の支援 
○大津まちなか大学の開催  

歴史的風致形成建造物（候補含む）  
○歴史的風致形成建造物への指定と
保存のための整備 
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複数の重点区域にまたがって実施する事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

市全域を対象とする事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的風致形成建造物への指定と保存のための整備             堅田  坂本  大津百町  

所有者の承諾のもと調査を実施し、歴史的風致形成建造物への指定や保存整備（または経費の一

部補助）を行います。（主な指定候補は８～ 10ページ下段参照）  

まちなみ修景整備への補助     堅田  坂本  

景観に配慮した建造物の外観の整備に対し

て、その経費の一部を補助します。  

 

 

 

 

 

地域の歴史資料館の運営の補助 堅田  大津百町  

地域 の歴史 や祭礼 に

関する展示を行う資料館

（湖
こ

族
ぞ く

の郷資料館 ・曳山
ひ き や ま

展示館）の運営への補助

や指定管理者による管理

運営を行います。 

未指定文化財の調査 

市内 に残 る未 指定文

化財について、文化財とし

て指定や登録などの保護

措置や報告書の作成など

に努めます。 

文化財保存修理などへの補助 

市内の指定文化財の

修理及び管理に要する経

費に対し補助金を交付し

ます。 

 

祭行事の開催費用の補助 

本市の観光振興に寄与する祭行事の開催経

費に対し、補助金を交付します。  

歴史的観光資源を活用した事業への補助 

景観保全型広告整備地区の新規設定 

文化観光振興などへの助成 

市指定有形・無形民俗文化財保存修理事業

への補助を行います。 

大津市景観計画の改定 

副読本、文化遺産マップなどの作成 

東海道統一案内看板の普及啓発 

東海道であることをわか

りやすく伝える「東海道統

一案内看板ロゴマーク」が

描かれた案内看板の設置

を地域住民などに普及啓

発します。 

歴史博物館での資料の調査や収集 

れきはく講座などの開催 

「歴博だより」の発行や

市民を対象にした「れきは

く講座」、小学生などが対

象の「 ワークショップ」など

を開催します。 

大
おお

津
つ

人
びと

実践講座の開催 

市民を対象に、地域づ

くり団体の活動などについ

て学ぶ機会を設け、地域

づくりに貢献する人 （大津

人）を育てます。 

地域の人材活躍の支援 埋蔵文化財調査成果の展示会などの開催 

歴史博物館での常設展示及び企画展示の実施 

修理された 
若宮八幡神社の表門 

文化財調査の様子 

曳山展示館 

東海道統一案内看板 

大津人実践講座の様子 ワークショップの様子 

堅田重点区域での事業例 

（整備前） （整備後） 



 

大津市歴史的風致維持向上計画の本編は、 

大津市公式ホームページで閲覧できます。 
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